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国 と地方の税財政改革 をめ ぐる議論 の一環

として地方交付税 のあ り方が焦点 となってい

る.い うまで もな くその背景 には,1975年 度

以降毎年の ように繰 り返 された財源不足対策

の結果,地 方交付税特別会計の借入金残高が

32兆 円(自 治体負担分)に 達 し,現 行制度の

持続可能性 が困難 になって きたことがあ る.

本書の 「は じめに」 で著者 たちは,交 付税

の あ り方 に関す る これ までの提案 につ いて

「経済学的 に厳密 な理論 ・実証的裏付 けを持

た ない」 こと,ま た「地 方税 や国庫支出金制

度 との整合性 も ト分 に検討 されている とはい

いがたい」ため,混 沌 とした状態 を招 いてい

ると批判す る.そ して 「経済学的に厳密 な理

論 と実証 に基づ き,他 の制度 との整 合性 にも

配慮 しつつ,今 後の地方交付税制度の仕組み

を提示す るこ と」 を本書の 目的 としている。

ここで「経済学的に厳密」とは、「地方交付税制

度に関わる主体 の行動 インセ ンテ ィブを十分

に考慮 し,そ の結果生 じるで あろう問題 を念

頭において議論す る」 とい うことである。

本書の章別構成は以下の通 りである.

第1章 地方交付税への視角

第2章 地方交付税制度

第3章 補助金の経済学

第4章 地方交付税の「誘因効果」

第5章 地方交付税制度に潜むインセンテ

イブ効果

第6章 地方交付税制度の改革可能性

第7章 三位一体改革

第8章 制度改革の課題と可能性

各章の概要紹介は省 略 し,本 書が地方交付

税制度の何 を問題 とし,ど ういう改革案 を提

示 しているか を要約 する こととしよう.本 書

は,地 方交付税制度の危機 をめ ぐる議論 を整

理す る中で「現行の 交付税 の給付 額が過剰 で

あ り,地 域 間再配分が行 き過 ぎてい るとい う

現状」(22)に つ いては,大 方の一致が み ら

れる とい う.と ころが その理由について は,

「批判論者 が地方 自治体 のモ ラル ・ハザ ー ド

を強調す るのに対 して,擁 護論者は集権 的分

散 システムの下で地方 自治体 を下部組織 とし

て利用 して きた中央政府にむ しろその責任 が

あると強調」(22)し ている という.本 書 は,

この いず れの立場 に も立たない。「地 方財 政

の現状 を誰 かの責任 に帰するのではな く,そ

れを生み出 した現行制度,と りわけ政府間財

政移転制 度に内在す る欠陥」(28)に こそ原

因があるとい うのである。

そ こで本書 において交付税,ひ いては地 方

財政危機 を もた らした原因 として強調 され る

のが「ソフ トな予 算制約問題」である。これは,

本書 の最大 のキー ワー ドであ り.「 補助金 に

よる過剰 な財源保障が各地方政府の コス ト意

識を希薄に させ,効 率化へ のイ ンセ ンテ ィブ

を阻害す る(い わ ゆるモラル ・ハ ザー ド)」

(91)こ とと定義 されている.こ れ に もとつ

いて交付税制度の危機は次のように説明 され

ている.

よ く知 られてい る ように,「 建 前で は,交

付税 は,地 方 自治体の標準 的な財政需要 を保

障す るために,客 観的な フォー ミュ ラに従 っ

て配分 される一般補助金」(65)で あ る.し

かし実際 には「算定 される財政需要 は 『標 準

的』ではない(実 の ところ科学的根拠がない)

状態 にあ り,ま た フ ォー ミュ ラは 「客観 的』

では な く(総 務省の恣意性 がある),さ らに

『一般補助 金』で はない(地 方 自治体の誘 因

を歪 めている)状 態 にあ り,交 付税 は(総 額

および地域 問配分の両方 において)裁 量 的」
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(65)で ある.具 体的 には2つ の裁量 が存在

する.

第1は,マ クロ的な総額決定の場 である地

方財政計画お よび地方財対策の作成 時に財務

省 ・関係省庁 において生 じる裁量である.第

2は,ミ クロ的な地域配分 の決定の場である

基準財政需要 のフ ォー ミュラ を調整す る際,

地方財政計画で決 め られ た大枠 に合致する よ

うにす る総務省の裁量 である.

こうした裁量があ るために 「国(中 央政府)

は問題が発 生 した時点で改めて政策 を 『最適

化』す る誘因 を持つ」「実際,交 付税 は,実 現

したコス トをもって必要費用 とみな し,事 後

的に最適な財源保障 を してい る」(1!7).例

えば,「 地方財政全体,あ るいは個 別の自治

体 の財政状 況(放 漫財政)を 事業費補正 ・単

位費用の算 定 を通 じて追認」(122)す ること

な どである.こ のため 「そ うした事後的支援

をあ らか じめ期待 した自治体 はあえて効率 的

(最小 費用での)財 政運営 をお こなうイ ンセ

ンティブを持 たな くなる」(122),「 事後的モ

ラル ・ハザ ー ドが助 長 されて,事 後 的 には

(事前 か らみ て)過 大 な財政需要が必要経費

として計上 」(122)さ れ,「 現行 の ままで交

付税制度が持続す るこ とはあ りえず,問 題 は

自然 に解決するこ とはない」(136)状 況に陥

ることとな ったのであ る.要 す るに,現 行 の

交付税制度においては,官 僚の裁量 によって

事後的 に自治体 の放漫財政 を追認す ることと

なってお り,そ の ことが地方 自治体の事前的

モラル ・ハ ザー ドを助長 し,交 付税制度の崩

壊 を招いてい るとい うのであ る.

こ うした認識 に もとつ いて本書で は,「 地

方 自治体 の,究 極的 には地域 住民の財政責任

の確立 」 と「国(中 央政府)の 財 源保障 は,

公共サー ビスのナシ ョナル ・ス タンダー ドの

レベルか ら,ナ シ ョナル ・ミニマ ムの レベ ル

に限定す る こと」(36)を 基本的 な精神 と し

て,次 の ような改革案が提示 されている.そ

れ は「⑦ マ クロ ・レベ ルで は財政の膨張 を抑

制(財 政 の健 全化),② ミクロ ・レベルで は

公共部 門の効率化 を意図 してお り,地 方 自治

体の権 限拡 充 とあわせ た財 政責任 の確 立 を,

その 『必要条件 』と位置づけている.と くに,

機能分離 を含め た補助金制度改革は,政 府 間

補助金 の規範的 な機能(ナ ショナル ・ミニマ

ムな公共サ ービスの保障,水 平的財政力格差

の是正)を 維持 しつつ,中 央官庁の事後的 な

裁量 を制 限す ることで,地 方予算 を 『ハー ド

化」す ることを狙い としている.政 府 間補助

金 の水 準,配 分 の適 正化 を政治家 や官僚 の

『心が け』 に求め るの ではな く,そ れを促 す

制度(メ カニズム)の 構築」(247-248)で あ

る.具 体的 には,次 の ような3層 アブn一 チ

が提起 されている(表1).

第1層 は補助 金制 度改 革で ある.そ れ は

「補助 金政 策の 裁量性 を排 除す る とともに,

財政責任の所在 を明 らかにす るため,財 源保

障機能 と財政調整機能を分離 した新 たな補 助

金制度」(187)で あ るとい う.ま ず,財 源保

障機能 を担 うの は,現 行 の地方交付税 と国庫

支 出金 を(総 額 を削減 の うえ)統 合 し,設 け

られる 「ブロック補助金」である.そ の対象

は 「特 定 の 公 共(基 礎)サ ー ビス に 限 定」

(167)さ れ る。 この ように して国の財政責任

を明確 にす る ことによって,「 国の関与 も排

除可能 とな り,裁 量 による膨 張 も防 ぐことが

で きる」(167)の である.

表13層 からなる財源構成

第1層1第2層 第3層

財 源
ブ ロ ック 補 助 金

(国税 で フ ァ イ ナ ンス)

地方基幹税源
独 自 財 源

水平的財政移転 留保財源

機i能 財 源 保 障 水平的財政調整
財政的自立の誘因,

受益と負担の明確化
限界的財政責任

備 考 基礎サービスに限定 税率構造は全国一律
 

「居住者」課税 に限定

出所)184頁,表7―1.
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この ように「基礎 サー ビスのナ シ ョナル ・

ミニマ ム はブロ ック補 助金 が保 障す る一方

で,地 域問の格差 を是正す る,す なわち財政

調整 を担 う財政移転制 度」(189-190)と して,

新 たな水 平 的財政 調整 制度 が提 案 されて い

る.こ れは,そ の原資が地方 自治体 の基幹税

源か らの拠 出金 で まか なわれ ること,移 転給

付総額 と拠 出金総額 を一致 させ ること,人 ロ

な ど簡素な フォー ミュラで地域間に配分する
一般補助金であるこ と,不 交付団体 も巻 き込

んだ制度であるこ とな どの点 において現行交

付税 とは異 な り,そ れ によって「国の裁量 を

最小化」し,「 中央政府 を介 さず,水 平的に担

われる」(190)の である。

第2層 は基幹税 源 で,「 地域 間の問題 を考

慮 しなが ら,地 域 に十分 な財源 を確保する こ

とを 目的」(183)と す る.具 体 的には,「 個

人所得課税,企 業課税,消 費税 など高い税収

を上 げる見込みが ある税源 を地方 自治体に与

える」(183)。 しか し「競争 よ りも協調が重要

視 され,税 率 ・課税ベー スは集権的かつ全 国
・一一..L律」(183 -184)と なる e「 課税 自主権が制

限されているにもかかわ らず,地 方 自治体 の

インセンテ ィブに望 ま しい効果 をもた らす理

由」として,「 第1に,居 住者に とっては受益

と負担 の関係 が よ り明確 に なる」 「第2に,

自地域内の経済活動 と税収 とが関連づけ られ

るならば,地 方 自治体は地域 経済を活性化す

るよう誘 因づ け られ る」(184)こ とがあげ ら

れている。

第3層 は独 自財源 で,「 地方支 出水準 に対

す る地方 自治体 の 自主性 を尊重す る一方で,

その コス トを全額,居 住者に帰着 させ,限 界

的支 出か らの受益者 と負担者,お よび有権者

を一致 させ るこ とを目的」(184)と す る.こ

の 「限界 的財政責任」を明確にす るため には,

この独 自財 源 は「居住者へ の課税 を原則 とす

ることが望 まし」(206)く,「 税率 選択 の権

限とともに,独 自財源の徴税責任 も地方 自治

体に移譲す るべ き」(213)と される.

この基幹税源 と独 自財源 にどの ような税 目

を充てるのかについては,表2の ように示 さ

れている.

この ように本書で は,「 ソフ トな予算制約

問題」を克服 し「地方予算 のハー ド化」をめ ざ

して,交 付税制度のみな らず地方財 政全般 に

わたる改革案が提 起 されている.と くに,地

方交 付税 をは じめ とする地方財政 システムの

破綻 の原 因を,一 方的に 自治体のモ ラル ・ハ

ザー ドにのみ求め るだけでな く,中 央官僚 の

「裁量」に注 目して分析 してい るところは説得

力があ る。 また,そ の提案 において,「 交付

税切 り捨 てで問 題は解 決す るわけ でな」く,

中央 政府の財 政責任 を明確 に し,「 国の政策

と地方分権 は補完的にな りうるように国の役

割をデザ イ ン」(35)し て,包 括 的な改革案

が提起 され てい ることも,本 書の優 れた とこ

ろといえる。

以上の ような,本 書が展開する理論 と提案

には大い に啓発 をうけるが,そ れが現実 を ど

の程度説明で きるかにつ いては,疑 問な しと

しない.本 書が指摘す るように,官 僚 の裁量

と財政責任があい まいな財政制度 の下 で,自

治体の財政運営におけるモ ラル ・ハザ ー ドが

すす んでい る事例 が少 な くないのは確かで あ

る.し か し,本 書が展開 しているような理論

で,今 日の 自治体財政危機 をどの程度説明で

きるであ ろうか.例 えば,大 阪府下 のい くつ

表2地 方税の区分

出所)213頁,表7―10.
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かの 自治体 においては,物 件費 における委託

費の増加,国 民健康保 険特別会計や公営企業

な どへの補助費 ・繰出金 の増加 が財政硬直化

の主 な要因 となっている(重 森 暁他編 『しの

び よる財政破 綻 』 自治 体研 究社).前 者 は,

80年 代か らすすめ られて きた外注化 によるも

のであ り,後 者 は地域社会 の高齢化 に よって

余儀 な くされる福祉 関係経費 の増加 によるも

のであ る.こ れ を,本 書が い うように自治体

のモ ラル ・ハザー ドで説明す るのは難 しい.

また,「 ソフ トな予算制約 問題」 によって

財政運営 のモラル ・ハザー ドに陥っている事

例 として,随 所 に小規模 自治体が挙 げ られて

い る.例 えば「測定単位 の調 整 によって小規

模団体へ の交付税の割増 を裁量 的に行 ってい

る」「段 階補正 は,ま さに小規模 団体への交付

税の割増 を行 う補正であ り,小 規模 自治体 を

優 遇 し,市 町村の合併 の動 きを損ねていると

され ている」(66)と.本 書 で,必 ず しも断

定 されているわけで はないが,「 ソフ トな予

算制約 問題」によってモ ラル ・ハザー ドに陥

ってい る自治体 として,主 として小規模 自治

体が念頭 におかれているこ とは,問 違 いない

であろ う.

これ ら小規模 自治体 は,当 然 のことなが ら

歳入 にしめる交付税へ の依存度 は相対的 に大

きい.し か し,だ か らといって,小 規模 自治

体の財政運営のモ ラルハザ ー ドをもっぱら取

り上 げて,交 付税 制度の危機 に繋げるのは,

いささか論理の飛躍で はないだろうか.

この点 に関 して,2003年2月 に発表された

全国町村会 『町村の訴え』は,次 の ような興

味深い事実 を指摘 している.す なわち,2000

年度 において,人 口1万 人以下 の自治体 に配

分 された地 方交付税 の総額 は2.9兆 円で,地

方 交付税総 額21.8兆 円の13%に 過 ぎない.

また,1996年 度か ら2000年 度 まで5年 間 に

地 方交付税 の総額 は16。9兆 円か ら21.8兆 円

に,約5兆 円増加 している.と ころが,こ の

5年 間に町村 に対す る地方交付税の総額 は5

千億 円(4.7兆 円→5.2兆 円)増 に過 ぎないの

に対 し,市 に対す る地方交付税の総額 は1.5

兆円(3.3兆 円→4.8兆 円)も 増 えている とい

うのである.

こうした事実 に もとついて 「地方交付税総

額の急激 な増大 の主 たる原因は,こ れまで税

収が豊富 で交付税 をあま り必要 と しなか った

都市 自治体 の多 くが,不 況 によって税収が伸

び悩 んだ結果,交 付額が膨れ上が ったことに

あ る」 と指摘 して いる.こ の指摘が当を得て

いるか どうかにつ いては,今 後の課題 とした

い.例 えば,静 岡市の場合,1993年 度は不交

付団体で あったが,94年 度に不交付団体 とな

り,2002年 度決算 では歳入総額1632億 円の

うち,地 方交付 税(特 別交付税 を含 む)が

6.2%,101億 円を しめている.こ れが,税 収

減 によるのか,「 ソフ トな予算制約問題」によ

るのか,あ るいは他の原因に よるのかは,現

段階 ではわか らない.た だ,全 国町村 会が,

指摘す る ように 「これ まで税収が豊富で交付

税 をあ ま り必要 としなか った都市 自治体」 に

おける地方交付税急増 を裏付 ける事 実の一つ

であるこ とは確 かである.

さらに,近 年,国 による事実上の強制合併

に異議 を唱 え,自 立の道 を模索 している小規

模 自治体 は,は た して本書が指摘す るように

交付税 の「優遇」措置 に甘 えてモラル ・ハザー

ドに陥っているであ ろうか.ま た,小 規模 自

治体 であって も,長 野県栄村 の田直 し事業 に

み られる ように,安 易 に国の補助事 業に飛 び

つ くのではな く,住 民のニーズを的確 に汲み

上げ,よ り少 ない経費で効果をあげている事

例が随所 にある.こ れ らは,小 規模 自治体ゆ

えに可能であ るといえるのではないか.

いずれに しろ,い くつかの典型的な 自治体

に関する実証分析が あれ ば,本 書で展 開され

てい る理論 は より説得力 を持つのではないだ

ろうか.
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